
For Dear Life 

介護老人保健施設でぃあほうむ吉野 

DEAR HOME YOSHINO 

― ご利用案内 ― 
介護老人保健施設でぃあほうむ吉野(施設入所) ● ● ● ● ● ● ● ● 

 利用相談 直接お越し頂くかお電話でも結構です。入所申込書等、必要な書類をお渡しいたします。 

 提出書類 入所申込書・診療情報提供書等を提出いただいた後、定員に空きが出るまでお待ちいただくことになります。 

 面  談 ご本人様とご家族様に面接させて頂き、ご希望や身体の状態等をお伺いします。当施設の見学もしていただきます。 

 連  絡 資料をもとに検討させていただき結果をお知らせします。ご利用していただく場合はご家族様と相談の上、ご利用 

日を決定致します。 

その他： 

＊入所日から 30日以内の期 

間には 1日につき 30円加 

算されます。 

＊2人部屋は 1日 2,000円(税  

抜)かかります。 

＊私物洗濯ご希望は日額換算 

300円かかります(非課税)。 
 

個室利用 

要介護度 

施設サービス費 

自己負担分（1日） 

食費 

（1日） 

日常生活費 

（1日） 

居住費 

（1日） 

個室料金 

（１日） 
理美容代 

要介護度１ ７７４単位 
１， ９３０円 

(※利用者負担段

階により異なり

ます。) 

おやつ代 １５０円 

日用品費 ２０５円 

教養娯楽費２０５円 

１，６４０円 

(※利用者負担段

階により異なり

ます。) 

１人部屋 

３，０００円 

(税抜) 

実費 

要介護度２ ８１９単位 

要介護度３ ８８１単位 

要介護度４ ９３４単位 

要介護度５ ９８５単位 

【平成 27年 8月介護保険制度改定に伴う変更】 

 

（介護予防）短期入所療養介護(ショートステイ・介護予防ショートステイ) ● ● ● ● ● ● ● ● 

 利用相談 ケアプランを依頼された事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談して頂くか直接当施設へご連絡下さい。  

入所申込書・診療情報提供書等、必要書類をお渡しいたします。 

 提出書類 入所申込書・診療情報提供書等を提出いただいた後、定員に空きが出るまでお待ちいただくことになります。 

 面  談 ご本人様とご家族様に面接させて頂き、ご希望や身体の状態等をお伺いします。当施設の見学もしていただきます。 

 連  絡 資料をもとに検討させていただき結果をお知らせします。ご利用していただく場合はご家族様、ケアプランを依頼  

された事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談の上、ご利用日を決定致します。 

その他： 

＊2人部屋は 1  

日 2,000円  

(税抜)かかり 

ます。 

＊私物洗濯ご 

希望は日額  

換算 300円 

かかります 

(非課税)。 
 

個室利用 

要介護度 

施設サービス費 

自己負担分（1日） 

食費 

（1日） 

日常生活費 

（1日） 

滞在費 

（1日） 

個室料金 

（１日） 
理美容代 送迎 

要支援１ ６１８単位 

１，９３０円 

(※利用者負担段

階により異なり

ます。) 

おやつ代 １５０円 

日用品費 ２０５円 

教養娯楽費２０５円 

１，６４０円 

(※利用者負担段

階により異なり

ます。) 

１人部屋 

３，０００円 

(税抜) 

実費 
片道 

１８４円 

要支援２ ７７５単位 

要介護度１ ８２９単位 

要介護度２ ８７４単位 

要介護度３ ９３６単位 

要介護度４ ９８９単位 

要介護度５ １，０４０単位 

【平成 27年 8月介護保険制度改定に伴う変更】 

＊その他諸加算分に関しては別紙をご参照ください。また、介護保険負担割合証により施設サービス費等はご負担が異なります（※単位表記）。 

※食費・居住費(滞在費)に関しては以下のとおりです。利用者負担段階（「介護保険負担限度額認定証」確認）により金額が異なります。 

なお、「介護保険負担限度額認定」に関する詳細は、住所地の市町村へお問い合わせください。 

利用者負担段階 

居住費・滞在費 

(居住の種類により異なります) 食事 

多床室 ユニット型準個室 

第１段階 ０円 ４９０円 ３００円 

第２段階 ３７０円 ４９０円 ３９０円 

第３段階 ３７０円 １，３１０円 ６５０円 

第４段階 ３７０円 １，６４０円 １，９３０円 

【平成 27年 4月介護保険制度改定に伴う変更】 

多床室利用 

要介護度 

施設サービス費 

自己負担分（1日） 

食費 

（1日） 

日常生活費 

（1日） 

居住費 

（1日） 
理美容代 

要介護度１ ７６８単位 
１，９３０円 

(※利用者負担段

階により異なり

ます。) 

おやつ代 １５０円 

日用品費 ２０５円 

教養娯楽費２０５円 

３７０円 

(※利用者負担限

度額第１段階で

は免除。） 

実費 

要介護度２ ８１６単位 

要介護度３ ８７７単位 

要介護度４ ９２８単位 

要介護度５ ９８１単位 

多床室利用 

要介護度 

施設サービス費 

自己負担分（1日） 

食費 

（1日） 

日常生活費 

（1日） 

滞在費 

（1日） 
理美容代 送迎 

要支援１ ６０８単位 

１，９３０円 

(※利用者負担段

階により異なり

ます。) 

おやつ代 １５０円 

日用品費 ２０５円 

教養娯楽費２０５円 

３７０円 

（※利用者負担

限度額第１段階

では免除。） 

実費 
片道 

１８４円 

要支援２ ７６２単位 

要介護度１ ８２３単位 

要介護度２ ８７１単位 

要介護度３ ９３２単位 

要介護度４ ９８３単位 

要介護度５ １，０３６単位 



通所リハビリテーション(デイケアセンター) ● ● ● ● ● ● ● ● 

 利用相談 ケアプランを依頼された事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談して頂くか直接当施設へご連絡下さい。  

利用申込書・診療情報提供書等、必要書類をお渡しいたします。 

 提出書類 利用申込書と現在受診している主治医の診断書等を提出していただきます。 

 面  談 ご本人様とご家族様に面接させて頂き、ご希望や身体の状態等をお伺いします。 

 連  絡 介護支援専門員(ケアマネージャー)から、ご利用していただけるかどうかのお返事をさせて頂きます。 

＊おむつ希望の方は、実費請 

求させていただきます 

＊中山間地域等に規定される 

居住の方は所定単位の  

5%増となります。 

 

 

 

【平成 27年 8月介護保険制度改定に伴う変更】 

＊その他諸加算分に関しては別紙をご参照ください。また、介護保険負担割合証により施設サービス費等はご負担が異なります（※単位表記）。 

 

介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケアセンター) ● ● ● ● ● ● ● ● 

 利用相談 ケアプランを依頼された事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談して頂くか直接当施設へご連絡下さい。  

利用申込書・診療情報提供書等、必要書類をお渡しいたします。 

 提出書類 利用申込書と現在受診している主治医の診断書等を提出していただきます。 

 面  談 ご本人様とご家族様に面接させて頂き、ご希望や身体の状態等をお伺いします。 

 連  絡 介護支援専門員(ケアマネージャー)から、ご利用していただけるかどうかのお返事をさせて頂きます。 

＊おむつ希望の方は、実費請求させて頂き 

ます。 

＊施設サービス費は、１月につき左記の金 

額がかかります。（ご利用当日のお休み、 

半日利用も左記ご利用金額になります。） 

＊中山間地域等に規定される居住の方は所 

定単位の 5%増となります。 

また、介護保険負担割合証により施設サービス費等はご負担が異なります（※単位表記）。 

【平成 27年 8月介護保険制度改定に伴う変更】 

 

※課税対象(税抜表示)につきましては新消費税率に基づき請求させて頂きます。 

 

 

 

トミークリニック(併設 外来診療所) ● ● ● ● ● ● ● ● 

 診療科目 整形外科・内科・リハビリテーション科・放射線科 

全身 CTや胃透視レントゲン、超音波診断装置などを設備し、一般内科診療のほか整形外科・リウマチ専門医による腰痛や膝関節

痛、骨折、スポーツ外傷、関節リウマチなどの整形外科疾患の診療や、各種コルセット装具などの作成とリハビリテーションを行

っています。 

施設併設のクリニックとしてご利用者様の療養の一翼を担うとともに、高齢化に伴う骨粗鬆症の診療と予防、在宅診療（往診）や

健康診断・人間ドックなどにも積極的に取り組み、地域の皆様の健康の維持・増進にも努めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人豊生会 

〒638-0853 奈良県吉野郡大淀町矢走６６６番地の６ 

でぃあほうむ吉野 ： TEL．０７４７-５４-３３８８（代） / FAX．０７４７-５４-３３１８ 

トミークリニック   ： TEL．０７４７-５４-５５００    / FAX．０７４７-５４-５５７７ 

http://www.e-dearhome.com 
 

※施設サービス、居宅サービスのご利用に関する相談、施設見学に関しましては随時お受けしています。 

まず、お電話にてご連絡下さい。 

要介護度 
施設サービス費 

自己負担分（1日） 

食費 

（1日） 

日常生活費 

（1日） 

おやつ代 

（1日） 

入浴介助 

（１回） 

要介護度１ ７２６単位 

７６０円 

（昼食） 

日用品費 １００円 

教養娯楽費１００円 

１００円 

(税抜) 
５０円 

要介護度２ ８７５単位 

要介護度３ １，０２２単位 

要介護度４ １，１７３単位 

要介護度５ １，３２１単位 

要介護度 
施設サービス費 

自己負担分（1月） 

食費 

（1日） 

日常生活費 

（1日） 

おやつ代 

（1日） 

要支援 1 
１，８１２単位 

（原則週１回のご利用） ７６０円 

（昼食） 

日用品費 １００円 

教養娯楽費１００円 

１００円 

(税抜) 
要支援２ 

３，７１５単位  

（原則週２回のご利用） 

運動機能向上加算 １月につき２２５単位 

栄養改善加算 １月につき１５０単位 

口腔機能向上加算 １月につき１５０単位 

事業所評価加算 １月につき１２０単位 



【平成 29年 4月介護保険制度改定に伴う変更】 

 

 

（指定施設サービス介護給付費単位数） 
１単位＝１０円（＊ご利用者には介護保険負担割合証により合計介護給付額の１割または２割をご負担いただきます。） 

サービス内容 単位数 算定項目 

初期加算 ３０単位 入所した日から起算して３０日以内の期間。 

短期集中リハビリテーション

実施加算 
２４０単位 

入所者に対して医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

が、その入所から起算して３か月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った

場合に１日につき所定単位数に算定。 

認知症短期集中リハビリテー

ション実施加算 
２４０単位 

認知症であると医師が診断した者であって、リハビリテーションによって生活機能改

善が見込まれると判断された者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士が集中的にリハビリテーションを個別に行った場合に、入所

の日から起算して３か月以内の期間に限り１週に３日を限度として１回につき算定。 

外泊時費用 ３６２単位 
居宅における外泊を行った場合、所定単位数に代えて算定。 

（なお、外泊初日と最終日は除く。また、１か月に６日を限度とする。） 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位 
若年性認知症患者を受け入れ、本人や家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した

場合。 

栄養マネジメント加算 １４単位 
栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種共同により栄養ケアマネ

ジメントが行われた場合１日につき算定。 

経口移行加算 ２８単位 
経官により食事を摂取する入所者について、経口摂取を進める為に、医師の指示に基

づく栄養管理をおこなう場合に原則１８０日を限度として算定。 

経口維持加算（Ⅰ） ４００単位/月 経口で食事摂取できるものの接触嚥下障害を有し、誤嚥が認められる者に対し、多職

種協働により、摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い特別な

管理をおこなう場合に原則１８０日を限度として算定。（Ⅰ－著しい誤嚥が認められる

者。Ⅱ－誤嚥が認められる者。） 
経口維持加算（Ⅱ） １００単位/月 

口腔衛生管理体制加算 ３０単位/月 
介護保険施設において、介護職員が入所者に対して計画的な口腔ケアを行うことがで

きるよう、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が当該施設の介護職員に

対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行った場合に算定。 

口腔衛生管理加算 １１０単位/月 
介護保険施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケ

アを月４回以上行った場合。 

療養食加算 １８単位 医師の処方箋に基づく療養食を提供した場合１日につき算定。 

夜勤職員配置加算 ２４単位 
夜勤における手厚い介護職員配置に対する評価。入所者の数が２０またはその端数を

増すごとに 1以上の数をおこなう看護・介護職員を配置している場合に算定。 

認知症ケア加算 ７６単位 
「日常生活において支障をきたす恐れのある症状又は行動が認められることから介護

を必要とする認知症の入所者（自立度判定基準によるランクⅢ以上）」に対して介護保

険施設サービスを行った場合 1日につき算定。 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位 専門的認知症ケアを普及させる観点から、認知症介護について一定以上の経験を有し、

国や自治体が実施又は指定する専門研修を修了した者がサービス提供した場合。 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位 

認知症行動・心理症状緊急 

対応加算 
２００単位 

医師が認知症の行動・心理状態が認められるため、在宅での生活が困難であり緊急に

入所することが適当であると判断した利用者にサービスを提供した場合。 

入所日から起算して 7日を限度として算定。 

認知症情報提供加算 ３５０単位 
認知症の確定診断を促進し、より適切なサービスを提供する観点から、認知症の疑い

のある介護老人保健施設入所者を認知症疾患医療センター等に紹介した場合。 

地域連携診療計画情報提供 

加算 
３００単位 

保険医療機関を退院した入所者に対して、保険医療機関が地域連携診療計画に基づい

て作成した診療計画を基に入所者の治療等を行い、入所者の同意を得た上で、地域連

携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を文書により提供した場合。 

サービス提供体制加算（Ⅰ）イ １８単位 介護福祉士が 60％以上配置されている場合。 

いずれか一つ

のみ算定 

サービス提供体制加算（Ⅰ）ロ １２単位 介護福祉士が 50％以上配置されている場合。 

サービス提供体制加算（Ⅱ） ６単位 常勤職員が 75％以上配置されている場合。 

サービス提供体制加算（Ⅲ） ６単位 3年以上の勤続年数のある者が 30％以上配置されておる場合。 

ターミナルケア加算３１   １，６５０単位 
医師の医学的見地に基づいて看取りをおこなった場合。 

(１１-死亡日以前４～３０日 ２１-死亡日の前日及び前々日 ３１-死亡日) 
ターミナルケア加算２１ ８２０単位 

ターミナルケア加算１１ １６０単位 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０単位 
入所前後に利用者の居宅を訪問し、退所目的とした施設サービス計画書の策定及び 

診療方針の決定を行った場合。 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０単位 
入所前後に利用者の居宅を訪問し、退所目的とした施設サービス計画書の策定及び 

診療方針の決定を行う事に加え生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支

援計画を作成した場合。 

退所時指導加算 

 

退所時情報提供加算 ５００単位 退所後の主治医に対して診療情報をおこなった場合。 

退所前連携加算 ５００単位 
退所に先立って居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供し、かつ、居宅介護支

援事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。 

退所前訪問指導加算 ４６０単位 退所前に利用者の居宅を訪問し、退所後の療養上の指導をおこなった場合。 

退所後訪問指導加算 ４６０単位 退所後に利用者の居宅を訪問し、退所後の療養上の指導をおこなった場合。 

退所時指導加算 ４００単位 退所後の療養上の指導を行った場合。 

老人訪問看護指示加算 ３００単位 
退所時に、医師が診療に基づき訪問看護が必要であると認め、訪問看護ステーション

に対して指示書を交付した場合。 



在宅復帰・在宅療養支援 

機能加算 
２７単位 

退所した総数のうち１ヵ月以上の入所期間があり、在宅において介護を受ける事とな

ったものが 30％超えていること。退所後 30 日以内に居宅を訪問し、退所者の在宅に

おける生活が 1ヵ月以上継続の見込みがあること。 

緊急時施設療養費 

緊急時治療管理（1日につき） ５１１単位 
症状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理をおこな

った場合。 

特定治療 
※老人医科診療報酬

点数表に準ずる。 
保険医療機関等が行った場合に算定される医療行為を行った場合。 

所定疾患施設療養費 ３０５単位 
肺炎、尿路感染、帯状疱疹を発症した利用者へ投薬、検査、注射、処置等を 

行った場合。１回につき連続する７日間を限度として算定。 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 
所定単位数の 

３９/１０００ 

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 

介護老人保健施設について算定 

 

 

 

（指定(介護予防)短期入所療養介護給付費単位数） 
１単位＝１０円（＊ご利用者には介護保険負担割合証により合計介護給付額の１割または２割をご負担いただきます。） 

サービス内容 単位数 算定項目 

療養食加算 ２３単位 医師の処方箋に基づく療養食を提供した場合１日につき算定。 

個別リハビリテーション実施

加算 
２４０単位 

短期入所中の集中的なリハビリテーションについては、その効果が高いことを踏まえ、

介護老人保健施設における短期入所療養介護について個別のリハビリテーションをお

こなった場合。 

認知症行動・心理症状緊急対応

加算 
２００単位 

家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活

が困難になった者のショートステイによる緊急受け入れをおこなった場合。 

緊急短期入所受入加算 ９０単位 居宅サービス計画に行うこととなっていないショートステイを緊急に行った場合。 

若年性認知症受入加算 １２０単位 
若年性認知症患者を受け入れ、本人や家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した

場合 

重度療養管理加算 １２０単位 計画的な医療的管理を継続して行い、療養上必要な処置を行った場合。 

緊急時治療管理（1日につき） ５１１単位 
症状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理をおこな

った場合。 

認知症ケア加算 ７６単位 
「日常生活において支障をきたす恐れのある症状又は行動が認められることから介護

を必要とする認知症の入所者（自立度判定基準によるランクⅢ以上）」に対して介護保

険施設サービスを行った場合 1日につき算定。 

送迎加算 １８４単位 利用者に対して送迎をおこなう場合。 

夜勤職員配置加算 ２４単位 
夜勤における手厚い介護職員配置に対する評価。入所者の数が２０またはその端数を

増すごとに 1以上の数をおこなう看護・介護職員を配置している場合に算定。 

サービス提供体制加算（Ⅰ）イ １８単位 介護福祉士が 60％以上配置されている場合。 

いずれか一つ

のみ算定 

サービス提供体制加算（Ⅰ）ロ １２単位 介護福祉士が 50％以上配置されている場合。 

サービス提供体制加算（Ⅱ） ６単位 常勤職員が 75％以上配置されている場合。 

サービス提供体制加算（Ⅲ） ６単位 3年以上の勤続年数のある者が 30％以上配置されておる場合。 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 
所定単位数の 

３９/１０００ 

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 

指定短期入所療養介護事業所について算定 

 

 

 

（指定通所リハビリテーション介護給付費単位数） 
１単位＝１０円（＊ご利用者には介護保険負担割合証により合計介護給付額の１割または２割をご負担いただきます。） 

サービス内容 単位数 算定項目 

入浴介助加算 ５０単位 入浴中の利用者の観察を含む介助をおこなう場合に算定。 

リハビリテーションマネジメ

ント加算（Ⅰ） 
２３０単位/月 

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環としておこない、月に 4回以上通所リ

ハビリテーションをおこなっている場合に算定。 

短期集中個別リハビリテーシ

ョン実施加算 
１１０単位 

退院・退所後又は初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅おける日常生活活動の

自律性を高めるため、短期集中的にリハビリテーションを実施した場合に算定。 

重度療養管理加算 １００単位 計画的な医療的管理を継続して行い、療養上必要な処置を行った場合。 

中重度者ケア体制加算 ２０単位 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築した場合 

中山間地域等提供加算 
所定単位数の 

５％加算 

通常の実施地域を超えて中山間地域等に居住する者にサービス提供した場合に算定。

（「中山間地域」とは、山村振興法、半島振興法、特定農山村法、過疎地域自立促進特

別措置法、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

に指定されている地域。） 

サービス提供体制加算（Ⅰ）イ １８単位 介護福祉士が 50％以上配置されている場合。 
いずれか一つ

のみ算定 
サービス提供体制加算（Ⅰ）ロ １２単位 介護福祉士が 40％以上配置されている場合。 

サービス提供体制加算（Ⅱ） ６単位 3年以上の勤続年数のある者が 30％以上配置されておる場合。 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 
所定単位数の 

４７/１０００ 

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 

指定通所リハビリテーション事業所について算定 

事業所が送迎をしない場合 
△４７単位（片道） 送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業

所が送迎を実施していない場合）。 

 

 



 

（指定介護予防通所リハビリテーション介護給付費単位数） 
１単位＝１０円（＊ご利用者には介護保険負担割合証により合計介護給付額の１割または２割をご負担いただきます。） 

サービス内容 単位数 算定項目 

運動機能向上加算 ２２５単位/月 
理学療法士等を中心に看護・介護職員等が共同して利用者の運動機能向上に係る個別

の計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一

連のプロセスを実施した場合に算定。 

中山間地域等提供加算 
所定単位数の 

５％加算 

通常の実施地域を超えて中山間地域等に居住する者にサービス提供した場合に算定。

（「中山間地域」とは、山村振興法、半島振興法、特定農山村法、過疎地域自立促進特

別措置法、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

に指定されている地域。） 

サービス提供体制加算（Ⅰ）イ 
７２単位/月 

１４４単位/月 
介護福祉士が 50％以上配置されている場合。 

サービス提供体制加算（Ⅰ）ロ 
４８単位/月 

９６単位/月 
介護福祉士が 40％以上配置されている場合。 

サービス提供体制加算（Ⅱ） 
２４単位/月 

４８単位/月 
3年以上の勤続年数のある者が 30％以上配置されておる場合。 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 
所定単位数の 

４７/１０００ 

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 

介護老人保健施設について算定 

 

 

（介護保険給付外サービス） 
サービス内容 金 額 算定項目 

電気使用料 ２０円 
１品目につき１日当たり。（持ち込みの電化製品１点につき日額換算。お受けした日よ

り算定します。）※税抜 

私物洗濯 ３００円 １日につき。（お受けした日より日額換算。） 

理美容代 実 費 １回につき。（業者委託のため実費換算。ご予約は事務室までお申し出ください。） 

文書料 実 費 
文書の内容、記載内容、検査項目等によって異なります。詳しくはお尋ねください。

また、項目の確認や検査の都合上、作成まで日数がかかる場合がございます。 

健康管理料 

（インフルエンザ予防接種等） 
実 費 

併設の医療機関にて行います。なお、住所地市町村の公費負担等により金額が異なる

場合がございます。 

 

＊上記内容又は詳細に関しては、ご利用の際に当施設相談員又は事務室までお問い合わせください。 


